
第２次木津川市男女共同参画後期計画策定業務

委託事業者選定に係るプロポーザル募集要項

１．業務の目的

「第２次木津川市男女共同参画後期計画」を策定するにあたり、策定支援事業者

のこれまでの業務実績、人員体制、本市の状況に対する理解度、策定過程での議論

手法、成果品の内容等を十分考慮する必要があることから、公募型プロポーザル方

式により提案を受け、委託事業者を選定する。

２．業務の内容

（１）業 務 名

第２次木津川市男女共同参画後期計画策定業務

（２）業務の内容

「第２次木津川市男女共同参画後期計画」の策定に関する業務（別添仕様書の

通り）

（３）委託期間

契約締結日から令和８年３月３１日までとする。

（４）業務に関する費用

委託上限額 令和６年度 ： 3,870,000 円（税込）以内

令和７年度 ： 3,872,000 円（税込）以内

３．参加資格

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項をすべて満たしていることを条

件とする。

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していないこと。

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立てを

した者にあっては更正計画の認可がされていないもの又は民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生

計画の認可がなされていないものでないこと。

（３）木津川市入札参加有資格者名簿に登録されていること。

（４）木津川市指名競争入札参加者指名停止要綱（平成１９年木津川市告示第１１

５号）による指名停止を受けていないこと。



（５）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）

に抵触する行為を行っていない者であること。

（６）木津川市暴力団排除条例（平成２４年木津川市条例第３６号）第２条第３号

に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者ではないこ

と。

（７）業務責任者として、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のある者を配置でき

るものであること。

（８）過去５年間（平成３１年度～令和５年度）において、男女共同参画計画の策

定業務の委託実績を有していること、または木津川市男女共同参画計画の策定

関連業務の受託実績を有していること。

（９）個人情報の取り扱いについて、情報セキュリティマネジメントシステム・Ｉ

ＳＭＳ（ISO27001）又はプライバシーマーク制度認証（JISQ15001）の認証を受

けている者であること。

（１０）男女共同参画の関連法令について高い見識を有していること。

（１１）京都府内又は近畿圏内に本社又は支店等を有する者であること。

（１２）受託前後を問わず、木津川市と緊密な連絡調整が可能であること。

（１３）木津川市役所において行う打合せ等に出席できること。

（１４）電子メールでの情報の交換ができること。

４．参加申込手続等について

参加希望者は、本実施要項に基づき参加申込書及び資料（以下「参加申込書等」

という。）を提出しなければならない。なお、期限までに参加申込書等を提出しな

い者又は応募資格要件に該当しないと認められた者は、このプロポーザルに参加

することができない。

提出書類：①～⑥について正本１部、副本５部を作成し提出すること。

①参加申込書【様式１】

②会社概要【様式２】

※会社概要または会社概要パンフレット等会社規模、従業員数がわか

るものを添付のこと。

③男女共同参画計画策定業務実績書【様式３】

※関連会社の実績は含めないこと。(合併・合流の場合は記載。）

※すでに公表されている計画書のうち直近の計画書を添付すること。

④業務責任者経歴書【様式４】



⑤業務実施体制【様式５】

⑥見積書【様式６】

合計見積金額及び内訳として、令和６年度見積金額及び令和７年度

見積金額を２（４）で示す委託上限額（税込）以内で記入すること。

また、それぞれの年度において、必要となる経費の内訳と積算を記

入すること。

正本１部のみ契約権限者印を押印し、副本５部は複写可とする。

提出期限：令和６年６月１８日（火）午後５時【必着】

提出方法：持参又は郵送（必着）

郵送での提出の場合は、簡易書留等記録の残る方法とし、

発送の旨を電話連絡すること。

提 出 先：木津川市 女性センター（人権推進課 男女共同参画係）

〒619-0223 京都府木津川市相楽台４丁目３番地

TEL ０７７４－７２－７７１９

担当者 今中

※月曜・祝日休館

５．企画提案書等の提出について

企画提案書の提出を要請された者（以下「企画提案者」という。）は、「第２次

木津川市男女共同参画後期計画策定業務仕様書」により企画提案書等を作成し提

出するものとする。

提出書類：正本１部、副本５部を作成し提出すること。

企画提案書【Ａ４版様式任意 枚数の制限はしないが、要点を簡潔に

まとめて作成すること。】

企画提案書には業務体制、詳細な業務役割分担及び策定スケジュー

ルを記載すること。また、企画コンセプト、全体の構成案、各ペー

ジの展開案・デザイン案など、具体的な提案を明記するほか、必要

に応じて資料を添付すること。なお、企画提案書には会社名等は記

載しないこと。

提出期限：令和６年７月２日（火）午後５時【必着】

提出方法：持参又は郵送（必着）

郵送により提出する場合は、簡易書留等記録の残る方法とし、



発送の旨を電話連絡すること。

提 出 先：木津川市 女性センター（人権推進課 男女共同参画係）

※月曜・祝休館

〒619-0223 京都府木津川市相楽台４丁目３番地

TEL ０７７４－７２－７７１９

担当者 今中

６．質疑について

質疑がある場合は期限までに、質問書【様式７】により電子メールにて提出す

ること。

（１）期限 第１次質問（参加申込、参加要件等について）

受付締め切り 令和６年６月 ７日（金）正午まで

回答 令和６年６月１３日（木）

第２次質問（企画提案内容等について）

受付締め切り 令和６年６月２０日（木）正午まで

回答 令和６年６月２６日（水）

（２）照会先 人権推進課男女共同参画係（木津川市女性センター）

josei@city.kizugawa.lg.jpあてに電 子メールで提出すること。

その際、必ず送信の旨を電話にて担当まで連絡すること。

（３）質問回答 全業者へ電子メールにて回答する。

７．審査及び優先交渉権者決定基準について

（１）審査方法

提出書類は、本市において、プレゼンテーションを実施し、総合的に評価し、

優秀であると認められた者を選定する。プレゼンテーションは企画提案書のみ

を使用するものとする。

（２）審査結果の通知

審査の結果は、参加者すべてに通知する。

（３）優先交渉権者の決定

審査の結果、最も評価の高かった者を優先交渉者とし、契約締結に向けて交

渉する。交渉の結果、契約の締結に至らなかった場合、次点の業者を優先交渉

者とする。



８．プレゼンテーションについて

（１）実施日時等

日 時：令和６年７月９日（火）１３：３０～

（貴社のプレゼンテーション開始時間は電子メールで追って連絡する。）

場 所：木津川市役所 ４階 ４－１会議室（控室：３階 ３－１会議室）

（２）実施方法

各参加事業者の提案時間は、原則、説明２０分以内、質疑１０分の計３０分

とする。説明については、提出した提案書の内容を基に簡潔に行うこと。また、

提出した提案書の範囲内で異なる様式の資料を投影することは 認めるが、新

たな資料の配付は認めない。

プレゼンテーション時は、厳正な審査の実施のため、会社名等を公表せず行

うこととし、使用する資料についても会社名等は記載しないこと。

なお、説明は、配置予定者調書に記載された担当者が行うこととし、会場

に入室できるのは説明者を含め３名までとする。

９．提案者の無効又は失格

次のいずれかに該当する場合は、無効又は失格とする。

（１） 提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合

（２） 提出書類に虚偽の記載があった場合

（３） 会社更生法等の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められる

状態になった場合

（４） 審査の公平性を害する行為があった場合

（５） プレゼンテーションに欠席した場合

（６） その他、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等があった場合

１０．その他

（１） 企画提案に要する費用は、すべて企画提案者の負担とする。

（２） 提出された企画提案書及び見積書等は、審査結果に関わらず返却しない。

（３） 採択された企画提案書の著作権は、木津川市に帰属する。

（４） 企画提案書等すべての提出書類の作成経費の他、旅費等の必要経費等は全て

提出者の負担とする。

（５） 事業実施により完成した「第2次木津川市男女共同参画後期計画」のデータは、

人権推進課男女共同参画係にデジタルデータとして渡すものとし、成果品に関

する一切の権利（原版及びデータの所有権並びに印刷物の著作権等）は、木津



川市に帰属するものとする。ただし、受託者が従来から権利を有していた受託

者固有の知識、技術に関する権利等（以下「権利留保 」という。）については、

受託者に留保するものとし、この場合、木津川市は、権利留保分についての当

該権利を非独占的に使用できるものとする。

（６） 企画提案書の提出は、１者１提案とする。

（７） 企画提案書を受理した後は、その追加、修正は認めない。

（８） 企画提案書は、委託業者の選定作業以外の目的で提案者に無断で使用しない。

（９） 企画提案書は、委託業者の選定を行うに当たり必要な範囲において複写する

ことがある。

（１０） 業務内容は、採択された提案書の内容によるものとするが、木津川市との

協議により変更・修正を加える場合がある 。

（１１） 企画提案のあったもののうち、本市が認めたものは、業務仕様として取り

扱う。

（１２） 審査員の構成、応募者名等についての質問は、一切受け付けない。

（１３） 本プロポーザルの応募を取り下げる場合は、速やかに事務局まで文書で届

け出をすること。なお、取り下げによる不利益な取り扱いは行わない。

（１４） プロポーザルの手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国

通貨に限る。

（１５） 当該案件に関する事項について、電話又は口頭による問い合わせには一切

応じない。

（１６） 当該事業の実施にあたり、木津川市が所有する写真等のデータを契約者に

貸与する場合がある。

（１７） 提出された書類等は、原則情報公開の対象とする。


